
第１条（名称） 本会は早出町中堅会と称する。 第８条（任期） 役員の任期は２年とする。但し再任は妨げない。
第２条（事務局） 本会の事務局は会長宅におく。 女子部役員についてはこの限りではない。
第３条（目的） 浜松まつりならびに町内諸行事への参加を通じて会員相互の 第９条（役員選任）

親睦を図り明るく住みよい町づくりに寄与する。 顧問並びに相談役
第４条（会員） 三役会の同意を得て会長が委嘱する。

本会の会員は早出町に在住する１８才以上の男女をもって構成する。 特別相談役は本会会長退任者をこれに充てる。
会員の内３５才未満の男女を青年部とする。但し継続して活動する 常任相談役は本会副会長退任者を充てる。
場合はこの限りではない。 但し３期６年以上を務めた者とする。
会員の内女子会員を女子部とする。 会長・会長代行

第５条（事業） 本会の目的を達成するため次の事業を行う。 副会長の中から互選し、理事会・総会に諮り承認を得る。
浜松まつり行事について啓蒙ならびに準備活動。 副会長
自治会の行事について要請された場合には積極的に協力する。 各組毎に三役が理事の中から推薦し三役会で決定した候補者を
その他目的達成に必要なる活動。 理事会、総会に諮り承認を得る。

第６条（役員） 本会に次の役員をおく。 書記・会計
顧　　 　問 若千名 副会長の中から互選により決定する。
相　談　役 若千名 理事
特別相談役 若千名 各組毎に会員の中から互選により決定する。
常任相談役 若千名 監事
会　 　　長 １　　名 三役会の同意を得て会長が委嘱する。
会長代行 １　　名 第１０条（会議）
副　会　長 若千名 総会
副会長（書記） 若千名 総会は全員総会とし本会の最高決議機関であり年１回開催する。
副会長（会計） ２　　名　 但し必要により臨時に開催できるものとする。
監　　　事 ３　　名　 三役会
理　　　事 ６０名以上 三役会は会長・会長代行・副会長で構成する。
青年部長 １　　名 理事会
青年副部長 若千名 理事会は三役、特別相談役、常任相談役、理事並びに青年部
女子　部長 １　　名 正副部長、女子正副部長及び子供会三役を以て構成する。
女子副部長 若千名 いずれの会議も出席者の過半数により議決する。

第７条（役員の任務） 本会の役員の任務は次の通りとする。 第１１条（経費）
顧問、相談役、特別相談役、常任相談役並びに青年部長は会長の 本会の経費は自治会の助成金及び会員の会費その他をもって充てる。
諮問に応じると共に必要に応じて会議に出席して意見を述べること 会費は１ヶ年参千円とする。但し、弐千円は浜松まつり参加費に充てる。
ができる。 第１２条（会計年度）
会長は本会を代表し会務を統括する。 本会の会計年度は６月１日に始まり翌年５月３１日で終わる。
会長代行、副会長は会長を補佐し会長事故ある時これを代行する。
三役（会長、会長代行、副会長）は本会の目的達成のための事業に 第１３条（会則の変更）本会の会則は理事会・総会に於いて出席者の３分の２以上の同意
ついて企画・立案・実施の任にあたる。 で改正することができる。
理事は三役を補佐すると共に所属組の会員との連絡を密にし会員の 第１４条（会への入脱会）
意見等を理事会に提出する又、会の普及と会員の指導にあたる。 本会への入脱会は自由とし各組理事及び副会長を通し会長に連絡する。
書記は議事録をとり又、各種会報を作成し会員に回覧する。 脱会の際は、会費は返却しない。
会計は経理事務を行う。 第１５条(施行） 本会の会則は昭和５７年４月２９日より施行する。
監事は会計の監査を行い必要に応じこれを報告し意見を述べる。
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